
（
税
理
士
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（
欠
格
条
項
）

（
欠
格
条
項
）

第
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
四
条

同

上

税
理
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

国
税
（
森
林
環
境
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十

三

国
税
（
森
林
環
境
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十

四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
一
条
の
三
、
第
四
十
六
条
及
び
第
五
十
四
条
の
二

四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
地
方
税
に
関
す
る
法
令
又
は
こ
の
法
律
の

若
し
く
は
地
方
税
に
関
す
る
法
令
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑

規
定
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

四
～
十
一

省

略

四
～
十
一

同

上

（
受
験
資
格
）

（
受
験
資
格
）

第
五
条

税
理
士
試
験
（
次
条
第
一
号
に
定
め
る
科
目
の
試
験
に
限
る
。
）
は
、
次
の

第
五
条

同

上

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
務
又
は
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
二
年
以
上
に
な
る

一

同

上

者イ

税
務
官
公
署
に
お
け
る
事
務
又
は
そ
の
他
の
官
公
署
に
お
け
る
国
税
（
関
税

イ

税
務
官
公
署
に
お
け
る
事
務
又
は
そ
の
他
の
官
公
署
に
お
け
る
国
税
（
関
税

、
と
ん
税
、
特
別
と
ん
税
、
森
林
環
境
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
を
除
く
。
第

、
と
ん
税
、
特
別
と
ん
税
、
森
林
環
境
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
を
除
く
。
第

二
十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
一
条
の
三
、
第
四
十
六
条
及
び
第
五
十
四

二
十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
六
条
を
除
き
、
以

条
の
二
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
地
方
税
に
関
す
る
事
務

下
同
じ
。
）
若
し
く
は
地
方
税
に
関
す
る
事
務

ロ
～
ヘ

省

略

ロ
～
ヘ

同

上

二
～
五

省

略

二
～
五

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）

第
四
十
七
条
の
四

財
務
大
臣
は
、
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
懲

第
四
十
七
条
の
四

財
務
大
臣
は
、
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
懲

戒
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
、
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

戒
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
官
報
を
も
つ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な

不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に

ら
な
い
。

、
官
報
を
も
つ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
税
理
士
等
で
な
い
者
が
税
務
相
談
を
行
つ
た
場
合
の
命
令
等
）

第
五
十
四
条
の
二

財
務
大
臣
は
、
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人
で
な
い
者
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
税
理
士
等
で
な
い
者
」
と
い
う
。
）
が
税
務
相
談
を
行
つ
た
場
合
（

税
理
士
等
で
な
い
者
が
こ
の
法
律
の
別
段
の
定
め
に
よ
り
税
務
相
談
を
行
つ
た
場
合

を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
更
に
反
復
し
て
そ
の
税
務
相
談
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り

、
不
正
に
国
税
若
し
く
は
地
方
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
を
免
れ
さ
せ
、
又
は
不
正

に
国
税
若
し
く
は
地
方
税
の
還
付
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
納
税
義
務
の
適
正
な

実
現
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
に
措
置
を
と
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
税
理
士
等
で
な
い
者
に
対
し
、
そ
の
税
務
相
談
の
停

止
そ
の
他
当
該
停
止
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
四
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
監
督
上
の
措
置
）

（
監
督
上
の
措
置
）

第
五
十
五
条

省

略

第
五
十
五
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

国
税
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
す
べ
き
か
否
か
を
調
査
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
税
務
相
談
を
行
つ
た
者
か
ら
報
告
を
徴

し
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て
そ
の
者
に
質
問
し
、
若
し
く
は
そ
の
業
務
に
関
す
る
帳

簿
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
、
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
、
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の

た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
事
務
の
委
任
）

（
事
務
の
委
任
）

第
五
十
七
条

国
税
庁
長
官
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
前
条
の

第
五
十
七
条

国
税
庁
長
官
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
の

規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
務
を
国
税
局
長
又
は
税
務
署
長
に
取

規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
務
を
国
税
局
長
又
は
税
務
署
長
に
取

り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

省

略

２

同

上

第
六
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

第
六
十
条

同

上

者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上



四

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
六
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

第
六
十
二
条

同

上

た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

二

第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
、
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

定
に
よ
る
報
告
、
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

報
告
を
し
、
質
問
に
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
検
査
を
拒

報
告
を
し
、
質
問
に
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
六
十
三
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

第
六
十
三
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
第
一

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
第
一

項
第
二
号
（
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
の
二
に
係
る
部

項
第
二
号
（
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
の
二
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
四
号
、
第
六
十
条
第
三
号
（
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一

分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
四
号
、
第
六
十
条
第
三
号
（
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一

項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
四
号
、
第
六
十
一
条
又
は
前
条
第
一
号
若

項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
又
は
前
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（

し
く
は
第
二
号
（
第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
（
税
理

第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
税
理
士
法
人
に
係
る
部
分

士
法
人
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
違
反
行

に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者

為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各

を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。


